
◯ 厚 生 労 働 省 告 示 第 三 百 七 十 八 号

診 療 報 酬 の 算 定 方 法 （ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 五 十 九 号 ） の 規 定 に 基 づ き 特 定 保 険 医 療 材 料、

及 び そ の 材 料 価 格 （ 材 料 価 格 基 準 ）（ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 六 十 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 し 平 成 二 十 六 年 十 月 一 日 か ら 適 用 す る

。

、
平 成 二 十 六 年 九 月 三 十 日

厚 生 労 働 大 臣 塩 崎 恭 久

別 表 Ⅱ 区 分 ０ ５ ９ 中 「人工股関節用部品」 を 「人工関節用部品」 に 改 め る

。)1(

別 表 Ⅱ 区 分 ０ ６ ５ ④ を 次 の よ う に 改 め る

。)3(

④ 関節窩ヘッド
か

ア 標準型 155,000円

イ 外側補正型 164,000円

ウ 下方補正型 164,000円

別 表 Ⅱ 区 分 ０ ６ ６ を 次 の よ う に 改 め る

。)1(

(１) 上腕骨側材料

① 標準型 324,000円

② 特殊型 339,000円

特 定 保 険 医 療 材 料 及 び そ の 材 料 価 格 （ 材 料 価 格 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 件



別 表 Ⅱ 区 分 １ ５ ２ に 次 の よ う に 加 え る

。

(５) 部品連結用

① 縦型 185,000円

② 横型 342,000円

別 表 Ⅸ の 表 ０ ４ ０ ② の 項 中 「22500BZX004010000」 を 「22500BZX00401000」 に 改 め る

。)
5(

)4(

特 定 保 険 医 療 材 料 及 び そ の 材 料 価 格 （ 材 料 価 格 基 準 ） の 一 部 を 改 正 す る 件



特 定 保 険 医 療 材 料 及 び そ の 材 料 価 格 （ 材 料 価 格 基 準 ）（ 平 成 二 十 年 厚 生 労 働 省 告 示 第 六 十 一 号 ） 新 旧 対 照 表

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 現 行

別表 別表

Ⅰ （略） Ⅰ （略）

Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11 Ⅱ 医科点数表の第２章第３部、第４部、第６部、第９部、第10部及び第11

部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格 部に規定する特定保険医療材料（フィルムを除く。）及びその材料価格

001～058 （略） 001～058 （略）

059 オプション部品 059 オプション部品

（1） 人工関節用部品 （1） 人工股関節用部品

①・② （略） ①・② （略）

（2）～（5） （略） （2）～（5） （略）

060～064 （略） 060～064 （略）

065 人工肩関節用材料 065 人工肩関節用材料

（1）・（2） （略） （1）・（2） （略）

（3）リバース型 （3）リバース型

①～③ （略） ①～③ （略）

④ 関節窩ヘッド ④ 関節窩ヘッド 155,000円
か か

ア 標準型 155,000円

イ 外側補正型 164,000円

ウ 下方補正型 164,000円

⑤ （略） ⑤ （略）

（4） （略） （4） （略）

066 人工 肘 関節用材料 066 人工 肘 関節用材料
ちゆう ちゆう

（1）上腕骨側材料 （1）上腕骨側材料 324,000円

① 標準型 324,000円

② 特殊型 339,000円

（2）・（3） （略） （2）・（3） （略）



067～151 （略） 067～151 （略）

152 胸郭変形矯正用材料 152 胸郭変形矯正用材料

（1）～（4） （略） （1）～（4） （略）

（5） 部品連結用

① 縦型 185,000円

② 横型 342,000円

153～185 （略） 153～185 （略）

Ⅲ～Ⅴ （略） Ⅲ～Ⅴ （略）

Ⅸ 経過措置 Ⅸ 経過措置

(1)～（4） （略） (1)～(4) （略）

(5) Ⅱの規定にかかわらず、薬事法（昭和35年法律第145号）第14条第１項 (5) Ⅱの規定にかかわらず、薬事法（昭和35年法律第145号）第14条第１項

の規定による承認を受け、次の表の左欄の薬事法承認番号を付与された の規定による承認を受け、次の表の左欄の薬事法承認番号を付与された

同欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料 同欄に掲げる特定保険医療材料の同表の中欄に掲げる期間における材料

価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。 価格は、それぞれ同表の右欄に掲げる材料価格とする。

040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） 平成26 28,500円 040 人工腎臓用特定保険医療材料（回路を含む。） 平成26 28,500円

(4) 持続緩徐式血液ろ過器 年７月 (4) 持続緩徐式血液ろ過器 年７月

② 特殊型 １日か ② 特殊型 １日か

（薬事法承認番号） ら平成 （薬事法承認番号） ら平成

22500BZX00401000 28年３ 22500BZX004010000 28年３

月31日 月31日

まで まで

090～185 （略） 090～185 （略）
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